
  

 

  

 

            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

担当 青嶋 美千代
あ お し ま  み ち よ

  高橋 智代
た か は し  と も よ

 

西山
にしやま

 洋子
よ う こ

 

風間 明 民生・児童委員 

文花３丁目２１～２３番 

立花４丁目１～６番(担当地区) 

小林 美津子 民生・児童委員 

立花４丁目７～２２番、２５番（４～ 

１１）、２６番（１～１４） (担当地区) 

文花高齢者みまもり相談室では、地域の皆様の「さりげない見守り」とあわせて高齢者の

孤立を防止します。文花・立花の地域をたちばな高齢者支援総合センターと連携して 訪問

による相談・支援も行なっています。相談は無料です。個人情報は守ります。 
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＜ご利用できる方＞      

＊墨田区民で６５歳以上のひとり暮らし 

又は高齢者のみ世帯の方 

＊固定電話のある方       

＜利用料金（月額）＞身体や所得の状況により異なります 

①      ０円（慢性疾患があり住民税非課税の方） 

②  ５００円（慢性疾患があり住民税課税の方） 

③ ２,５７０円（慢性疾患がない方） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報機のボタンを押すことで受信センターに通報が入り、看護師等の専門スタッフが３６５日 

２４時間体制で対応します。急病時に通報すると、救急搬送の要請及び警備員の現場派遣を行います。 

急病時以外でも、病気や健康についての相談に対応します。通報がなくても２か月に一度、安否確認

の電話連絡を行います。 

※ 緊急通報システム設置の際には原則、ご自宅の鍵（複製）をお預りいたします。 

※ 現場派遣を行う警備員は、介護スタッフではありませんので、看護や介護は行えません。 

【問い合わせ先】 

墨田区高齢者福祉課地域支援係 

０３－５６０８－６１７０ 

 

 

 

 

在宅で介護をされているご家族に「はり、灸、マッサージ券」を２枚お渡しします。 
券一枚で 4,000 円相当の施術（はり、灸、按摩、マッサージ、指圧のうちいずれか）が受けられま
す。日頃の疲れを癒してみませんか？ 

 

１ 対象となる方  

介護認定が要介護３以上の方（被介助者）を在宅で介助しているご家族のうち、 

次のいずれかの条件に当てはまる方 

① 墨田区にお住いの被介助者（65 歳以上）を日常介助しているご家族 

② 墨田区にお住いの被介助者（40～64 歳）を日常介助している 65 歳以上のご家族 
 
２ 申請方法 
  申請書を区役所またはお近くの高齢者支援総合センターまでご提出 

ください。申請書は上記施設や区のホームページからダウンロードで 
きます。申請には介助者・被介助者の方の印鑑が必要です。また、介 
助者が区外にお住いの場合、介助者の本人確認書類をお持ちください。 

 
３ すでにご申請いただいている方 

・券の有効期限は、年度末（平成３１年 3 月 31 日）までです。 
・チケットは 2 枚交付されます。ぜひ期限内にご活用ください。 

 ・自宅への訪問施術に対応している治療所もあります。ご希望の方 
はお問い合わせのうえ、ご利用ください！ 

 
４ 利用者の負担金 

施術者が利用者のお宅にお伺いして施術した場合、別途施術者の交通費を 
ご負担いただきます。（事前の予約時にご確認ください。） 

 
５ 問い合わせ先 墨田区高齢者福祉課支援係 03－５６０８－６１６８ 

 

 

はり、灸、マッサージ券 

※写真は平成２８年度のもの 

本体と 

ペンダント型 

通報機 
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